
 

 

 

 

 

所 沢 市 分 別 収 集 計 画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年６月 

 

 

 



 

 

分 別 収 集 計 画 目 次 

 

                                                                   ﾍﾟｰｼﾞ 

１ 計画策定の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 基本的方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

３ 計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

４ 対象品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

（法第８条第２項第１号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する 

事項（法第８条第２項第２号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器 

包装廃棄物の収集に係る分別の区分（法第８条第２項第３号）・・・・・・５ 

８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物 

ごとの量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務 

省令で定める物の量の見込み（法第８条第２項第４号）・・・・・・・・・６ 

９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物 

ごとの量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務 

省令で定める物の量の見込みの算定方法・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号）・８ 

11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項 

（法第８条第２項第６号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項・・・・・・・10 

 



-1- 

１ 計画策定の意義 

本市は、埼玉県の南西部、都心から３０～４０ｋｍ圏に位置し、高速道路や鉄道

網の整備により、首都圏のベッドタウンとして都市化が進んでおり、それと併せて

商業圏の中心として今後も発展していくことが予想される。このことから、日常生

活や事業活動から排出されるごみについては、今後においても計画的な処理が求め

られるとともに、廃棄物の処理や資源化に関わる技術、リサイクルに係る法整備等

の社会的環境などに注視し、的確に対応する必要がある。 

また、良好な生活環境を確保するためには、環境への負荷をできる限り少なくす

る循環型社会を形成していく必要がある。平成１２年６月には、「循環型社会形成

推進基本法」が制定され、循環型社会形成に向けての基本理念が示されたが、その

達成のためには、社会を構成する全ての主体がそれぞれの立場でその役割と責任を

認識し、履行していくことが重要である。 

令和４年４月には、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施

行された。あらゆる主体において、プラスチック廃棄物の排出の抑制等、プラスチ

ック資源循環の取り組みを促進していく必要がある。 

現在、全国的に最終処分場がひっ迫している中で、新たな最終処分場の確保が課

題となっている。本市では、平成１７年３月末に埋立てが終了となった一般廃棄物

最終処分場に続く、新たな最終処分場の完成を目指し、地元住民や地元自治会のご

協力を得ながら事業を進めているところであり、供用開始後も、引き続き最終処分

量の削減に努め、発生・排出抑制及びリサイクルの徹底を図る必要がある。 

本計画はこのような状況の中、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律（以下「法」という）第８条に基づき、一般廃棄物の中で大きな比率を

占める容器包装廃棄物を分別収集し、限りある資源を有効に利用して最終処分量を

削減することを目標に、市民、事業者、市それぞれの役割や、具体的な推進方策を

明らかにするとともに、取り組むべき方針を示したものである。 

 

２ 基本的方向 

本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

 ① 容器包装廃棄物の排出抑制、再使用、リサイクルを基本とした地域社会づくり。 

② すべての関係者が一体となった取り組みによる環境負荷の低減。 

 

 

３ 計画期間 

本計画は、令和５年４月を始期とする５年間を計画期間とし、今後３年ごとに改

定する。 
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４ 対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容

器（無色、茶色）、飲料用紙製容器、段ボール、ペットボトル、プラスチック製容

器包装を対象とする。 

 

  なお、本計画では容器包装廃棄物の各名称について、以下のような略称を統一し

て使用することとする。 

 

 ・主としてスチール製の容器                                             スチール 

 

・主としてアルミ製の容器                                         アルミ 

 

・主としてガラス製の容器で無色のもの                             無色ガラス 

 

・      〃              茶色のもの                             茶色ガラス 

 

・    〃              その他のもの                       その他ガラス 

 

 ・主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの             紙パック 

  （原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く） 

 

 ・主として段ボール製の容器                                          段ボール 

 

 ・主として紙製の容器包装であって紙パック、段ボール以外のもの      その他紙 

 

・主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）製の容器であって 

  飲料、しょうゆ等を充てんするためのもの                ペットボトル 

 

・主としてプラスチック製の容器包装であってペットボトル 

   以外のもの                                                        プラスチック 

   

 

 ・白色の発泡スチロール製食品トレイ                   白色トレイ 

  （本市では、白色トレイをプラスチックと併せて収集している。） 
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５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号） 

                                                                （単位：ｔ／年） 

項 目 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

容器包装廃棄物 19,907 19,754 19,596 19,433 19,263 

 

 

 

（内訳）                                      （単位：ｔ／年） 

項 目 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

スチール 450 447 443 440 436 

アルミ 901 894 887 879 872 

無色ガラス 1,441 1,430 1,419 1,407 1,394 

茶色ガラス 901 894 887 879 872 

その他ガラス 360 358 355 352 349 

紙パック 540 536 532 528 523 

段ボール 3,513 3,486 3,458 3,429 3,399 

その他紙 2,883 2,860 2,837 2,814 2,789 

ペットボトル 1,621 1,609 1,596 1,583 1,569 

プラスチック 7,297 7,240 7,182 7,122 7,060 
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

 （法第８条第２項第２号） 

容器包装廃棄物の排出抑制のため以下の方策を実施する。なお、実施するに当た

っては市民、事業者、市がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に連携を図る。 

⑴ 啓発活動 

    広報紙、冊子、パンフレット等による啓発のほか、各種催物等の開催時に啓

発を行い、ごみの減量や３ Rの必要性について市民への情報提供を充実する。 

① リサイクルふれあい館において、ごみ減量・リサイクルに関する情報を市

民に提供するとともに、情報の発信・受信基地として市民とのネットワーク

を形成する。 

② 市民フェスティバルなどの催物を主催又は参加し、来場者や出店団体に対

して啓発活動を行う。 

③ 市が主催する会議などでは、参加者にマイボトルの持参を依頼し、容器包

装廃棄物の排出抑制及び参加者への啓発を行う。 

  ④ 情報紙「エコロ通信」を発行し、市民に対してリサイクルに関する情報等

を提供する。 

⑤ ごみ問題等啓発活動の一環として、各団体等の要望に応え、市内廃棄物処

理施設の見学会を行う。 

⑥ ごみの発生・排出抑制に関する冊子等を作成し、市民の自発的努力を促す。 

⑦ 小学校４年生は社会科の授業でごみについて学習しているが、さらにくわ

しく知識を深めてもらうため、小冊子「わたしたちのくらしのごみ」を作成、

配布し、容器包装廃棄物に関する啓発を行う。 

⑧ 主にごみの分別の必要性を市民一人ひとりに理解してもらうために、市民、

団体等からの要請により、出前講座などの直接対話による啓発を行う。 

⑨ 事業者と連携して、マイボトルに飲料を補充できる施設や店舗等を配備し、

市民によるマイボトルの持ち歩きを促進する。 

⑩「過剰包装を断る」「容器をお店に返す」「使い捨て容器ではなく、繰返し 

使える容器を選択する」など、ごみ減量についての市民の意識高揚を図る。 

⑪ 事業者に対し啓発チラシの配布やホームページにより、分別の徹底、自主 

的なリサイクルの推進、プラスチック製容器包装の削減方策についての情報 

を提供する。 

⑵ 集団資源回収事業報償金交付制度 

自治会、町内会等の団体が自主的活動として実施している集団資源回収事業

に対して報償金を交付することにより団体活動を支援している。容器包装廃棄

物である段ボール、紙箱、紙袋、びん、缶、牛乳パックについても回収品目の

対象としている。 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄 

物の収集に係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

 

処理施設の状況及び本市における諸計画を総合的に勘案し、本法に基づい

て分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のとおり定める。 

また、市民の協力度、市が保有する施設、収集機材等を勘案し、収集に係

る分別区分は下表右欄のとおりとする。 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

スチール 

 

 

びん・かん・スプレー缶（一括収集） 

アルミ 

無色ガラス 

茶色ガラス 

紙パック 牛乳パック（拠点回収） 

段ボール 

新聞・雑誌・雑がみ・段ボール 

（個別収集）（雑がみは雑誌との混合

収集） 

ペットボトル ペットボトル（個別収集） 

プラスチック 容器包装プラスチック（個別収集） 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量 

及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の 

量の見込み（法第８条第２項第４号） 

(単位：ｔ) 

項  目 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

スチール 355 354 353 352 351 

アルミ 623 622 620 618 616 

無色ガラス 

上段：合計 

下段左：引渡量 

下段右：独自処理量 

     

220 220 219 218 217 

0 220 0 220 0 219 0 218 0 217 

茶色ガラス 

上段：合計 

下段左：引渡量 

下段右：独自処理量 

127 127 127 127 127 

127 0 127 0 127 0 127 0 127 0 

その他ガラス 

上段：合計 

下段左：引渡量 

下段右：独自処理量 

0 

    

0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

紙パック 17 17 17 17 17 

段ボール 3,404 3,397 3,388 3,378 3,367 

その他紙 

上段：合計 

下段左：引渡量 

下段右：独自処理量 

     

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ペットボトル 

上段：合計 

下段左：引渡量 

下段右：独自処理量 

     

1,251 1,248 1,245 1,241 1,237 

28 1,223 28 1,220 28 1,217 28 1,213 28 1,209 

プラスチック 

上段：合計 

下段左：引渡量 

下段右：独自処理量 

 

     

4,863 4,852 4,839 4,824 4,808 

4,863 0 4,852 0 4,839 0 4,824 0 4,808 0 

 
うち白色 

トレイ 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  



-７- 

９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量 

及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物 

の量の見込みの算定方法 

 

特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定

する主務省令で定める物の量の見込み 

 ＝ 直近年度の分別基準適合物等の収集実績×人口変動率 

 

また、人口変動率は、次のとおり設定した。 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

342,515人 

 

（対前年度比） 

99.81％ 

341,751人 

 

（対前年度比） 

99.78％ 

340,842人 

 

（対前年度比） 

99.73％ 

339,815人 

 

（対前年度比） 

99.70％ 

338,653人 

 

（対前年度比） 

99.66％ 

 



-８- 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号） 

 

分別収集は、基本的に現行の収集体制を活用して行う。 

なお、現在、公共施設等での拠点回収及び市民団体等による集団資源回収

が行われている紙パックについては、引き続きこれらの団体が分別収集を実

施することとする。 

【分別収集の実施主体】 

容器包装廃棄物の 

 種類 
収集に係る分別の区分 収集・運搬段階 

選別・保管 

等 段 階 

金 

 

属 

スチール 

びん・かん・スプレー缶 
市及び委託による

定期収集 
市 

アルミ 

ガ 

 

ラ 

 

ス 

無色ガラス 

茶色ガラス 

紙 

 

 

 

類 

紙パック 牛乳パック 

公共施設等での拠

点回収、市民団体

等による集団資源

回収 

民間業者 

段ボール 
新聞・雑誌・雑がみ・ 

段ボール 

市及び委託による

定期収集、市民団

体等による集団資

源回収 

民間業者 

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク 

ペットボトル ペットボトル 

市及び委託による

定期収集 

民間業者 

プラスチック 容器包装プラスチック 市 
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号） 

 

  スチール、アルミ、無色ガラス、茶色ガラスについては、東部クリーンセ

ンターリサイクルプラザ資源ごみ処理施設において選別・圧縮・保管を行う。 

  また、プラスチックについては、東部クリーンセンターリサイクルプラザ

プラスチック類処理施設及び西部クリーンセンター容器包装プラスチック処

理施設において選別・圧縮・梱包・保管を行う。 

【分別収集の用に供する施設計画】 

分別収集する容器

包装廃棄物の種類 

収集に係る分別の

区分 
収集容器 収集車 中間処理 

スチール 

 

 

びん・かん・ 

スプレー缶 

 

 

袋 
２～４ｔ 

パッカー車 

東部クリーンセン

ターリサイクルプ

ラザ資源ごみ処理

施設 

アルミ 

無色ガラス 

茶色ガラス 

紙パック 牛乳パック 網かご ライトバン 
ストックヤード

（民間業者） 

段ボール 
新聞・雑誌・雑

がみ・段ボール 
縛る 

２～４ｔ 

パッカー車 

深ダンプ 

ストックヤード

（民間業者） 

ペットボトル ペットボトル 袋 
２～４ｔ 

パッカー車 

ストックヤード 

（民間業者） 

プラスチック 
容器包装プラス

チック 
袋 

２～４ｔ 

パッカー車 

東部クリーンセン

ターリサイクルプ

ラザプラスチック

類処理施設、西部

クリーンセンター

容器包装プラスチ

ック処理施設 
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12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

  

 

 ・「所沢市廃棄物減量等推進審議会」を必要に応じて設置し、一般廃棄物の

減量化及び適正な処理等に関する事項について調査及び審議を行っていく。 

 

 ・町内会等が推薦した者を所沢市環境推進員に委嘱し、所沢市環境推進員は、

ごみの分け方・出し方の指導やごみの減量及びリサイクルの推進に関する

活動を行っていく。 

 

 ・事業者向けの啓発冊子を配布し、分別排出や自主的なリサイクルの促進に

ついての関連情報などを提供していく。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



1 

 

～第１０期分別収集計画を策定するにあたって～ 

 

 

⑴ 概要 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「容器

包装リサイクル法」という。）の施行に伴い、平成８年度に平成９年度から

１３年度までの５年間にわたる容器包装廃棄物に関する第１期分別収集計画

を策定した。 

容器包装リサイクル法では、分別収集計画は３年ごとに５年間の計画を策

定することとなっていることから、その後、３年ごとに見直しを行い、現在

の第９期分別収集計画については、令和元年度に令和２年度から令和６年度

までの５年間の計画として策定した。 

次期分別収集計画は、令和４年度において第９期分別収集計画を見直し、

第１０期分別収集計画として令和５年度から令和９年度までの５年間につい

て計画を策定するものである。 

 

⑵ 対象品目について 

今回の分別収集計画の対象であるスチール、アルミ、無色ガラス、茶色ガ

ラス、紙パック、段ボール、ペットボトル、プラスチックの８品目のうち、

スチール、アルミ、紙パック、段ボールについては、容器包装リサイクル法

第２条第６項にある有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をす

る必要がない物とされているため、市単独の再生ルートにのせて処理するこ

ととする。 

続いて再商品化する必要のある品目について、無色ガラスについては、現

在有償引き取りされており、今後逆有償となる可能性が低いと考えられるこ

とから市単独の再生ルートにのせ、公益財団法人日本容器包装リサイクル協

会（以下「容リ協」という。）に処理依頼をしないこととする。 

茶色ガラスは、第１期分別収集計画からの流れを継続し、容器包装リサイ

クル法に基づく処理として容リ協に今までどおり処理依頼することとする。 

ペットボトルについては、現在有償で引き取りされていることから、原則

市単独で再生ルートにのせ、資源化を図ることとする。 

プラスチックについては、東部クリーンセンターリサイクルプラザプラス

チック類処理施設及び西部クリーンセンター容器包装プラスチック処理施設

で選別・圧縮・梱包・保管を行い、容器包装リサイクル法に基づく処理とし

て容リ協に処理依頼をすることとする。 
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⑶ 本計画の「５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み」の算 

出について 

この項については、ごみ全体の中にどの程度容器包装廃棄物が含まれてい

るのかを算定するものである。もととなる容器包装算定対象廃棄物量（総ご

み量）については、人口の実績に基づく将来予測、ごみの排出量実績に基づ

く将来予測を各々算出し、予測人口×ごみ量（排出原単位）を計算したもの

である。 

容器包装廃棄物の品目ごとの排出量は、環境省が行った一般廃棄物の組成

調査の結果から得られた人口規模別の調査事例を参考にして算定したもので

ある。 

「５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み」の見込み量につ

いては、３ページ「表１」に示すとおりである。 

 

⑷ 本計画の「８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適

合物ごとの量及び第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込

み」の算出について 

分別基準適合物等の品目ごとの量は、令和３年度の分別基準適合物等の収

集実績に令和４年度以降の対前年度比の人口変動率を乗じて算定したもので

ある。 

「８ 各年度において得られる・・」の見込み量については、４ページ「表

２」に示すとおりである。  



表1　　５　各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み

　 人口の実績に基づく将来予測、ごみの排出量実績に基づく将来予測を各々算出し、予測人口×ごみ量を算出した。 その量に作成手引きＰ33の「A市」・「C市」の品目ごとの

容器包装廃棄物の比率から平均値を当てはめ算出した。 （単位：ｔ）

年　　度 総ごみ量 算定対象 容器包装 容器包装廃棄物
廃棄物 廃棄物以外

缶 ガラスびん 紙類 プラスチック

スチール アルミ 無色 茶色 その他色 紙パック 段ボール その他紙 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

比率 100% 77.9% 22.1% 0.5% 1.0% 1.6% 1.0% 0.4% 0.6% 3.9% 3.2% 1.8% 8.1%

令和４年度 101,719 90,748 70,694 20,054 454 907 1,452 907 363 544 3,539 2,904 1,633 7,351

令和５年度 100,985 90,082 70,175 19,907 450 901 1,441 901 360 540 3,513 2,883 1,621 7,297

令和６年度 100,217 89,386 69,632 19,754 447 894 1,430 894 358 536 3,486 2,860 1,609 7,240

令和７年度 99,421 88,667 69,071 19,596 443 887 1,419 887 355 532 3,458 2,837 1,596 7,182

令和８年度 98,595 87,922 68,489 19,433 440 879 1,407 879 352 528 3,429 2,814 1,583 7,122

令和９年度 97,743 87,155 67,892 19,263 436 872 1,394 872 349 523 3,399 2,789 1,569 7,060
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表２　　８　各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する

　　　　　主務省令で定める物の量の見込み

　令和3年度の分別基準適合物等の収集実績に人口変動率をかけて算出した。

　 （単位：ｔ）

年　　度 人　　　口 人口変動率 分別基準適合物等
（対前年度比）

缶 ガラスびん 紙類 プラスチック

スチール アルミ 無色 茶色 その他色 紙パック 段ボール その他紙 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

令和3年度 343,637 10,894 356 625 220 127 0 17 3,415 0 1,255 4,879

令和４年度 343,154 99.86% 10,879 356 624 220 127 0 17 3,410 0 1,253 4,872

令和５年度 342,515 99.81% 10,860 355 623 220 127 0 17 3,404 0 1,251 4,863

令和６年度 341,751 99.78% 10,837 354 622 220 127 0 17 3,397 0 1,248 4,852

令和７年度 340,842 99.73% 10,808 353 620 219 127 0 17 3,388 0 1,245 4,839

令和８年度 339,815 99.70% 10,775 352 618 218 127 0 17 3,378 0 1,241 4,824

令和９年度 338,653 99.66% 10,740 351 616 217 127 0 17 3,367 0 1,237 4,808
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